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本年も年末調整を行う時期となりました。昨年と比べて特に改正はありませんが、平成 22年

度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が本年の年末調整から適用に

なります。そこで、改組された生命保険料控除を中心に幾つかのポイントを概観してみたい

と思います。 

改組された生命保険料控除 

 生命保険料控除は、次の（1）から(3)までによる各保険料控除の合計控除限度額が 12万円

とされました。 

(1)平成 24年 1月 1日以降に締結した保険契約等（新契約）に係る控除額 

 新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は 4 万です。また、新契約

に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ 4万とされました。 

(2)平成 23年 12月 31日以前に締結した保険料等（旧契約）に係る控除額 

 旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、そ

れぞれ 5万円です。 

(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額 

 新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用

を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ 4万円とされました。 

年末調整では適用できない所得控除 

 所得控除は全部で 14種類ありますが、年末調整では、雑損控除、医療費控除、寄附金控除

は適用できません。これら 3控除は、確定申告で適用します。 

年末調整の対象となる給与 

 契約及び慣習で本年中に支給期が到来した給与がその対象です。例えば、給与の締日が月

末で支給日が翌月 10日であれば、12月末締め分は対象外ということになります。 

 また、12月中の時間外勤務手当が、翌年 1月分の給与において支払うことになっていれば、

この時間外勤務手当も本年分の年末調整には含まれません。 

本年の中途で死亡退職した人 

 死亡により退職した人は、死亡時までに支給期が到来した給与について年末調整をします

が、死亡後に支給期の到来する給与については年末調整の対象には含めません。相続財産と

なり源泉徴収もしません。 

単身赴任外国人社員の配偶者及び扶養控除 

合計所得金額 38万円以下の要件ですが、これは日本国内のみの所得で判定します。もちろん、

生計一であることが前提です。 
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